
こどもの居場所づくりに関する指針 (概要) 令和5年12月22日 閣議決定

こども食堂や学習支援など、様々なこどもの居場所づくりの取り組みがされているなか、こうした取り組みを推進
する観点から、こどもの居場所づくりについて国としての考え方を示すもの。

概要

地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、地域の中でこどもが育つことが困難になっており、また児童虐待
の相談対応件数や不登校、自殺者数の増加など、こどもを取り巻く環境の厳しさが増している。さらに、価値観の
多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴い、居場所への多様なニーズが生まれている。こうしたなか、様々な
地域で多様な形態による居場所づくりが実践されており、国としても一定の考え方を示すことが求められている。

背景

理念
全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、身体的・精神的・社会的に将来にわたっ
て幸せな状態（ウェルビーイング）で成長していけるよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

• 居場所とは、こども・若者本人が決めるものである。こども・若者が過ごす場所・時間・人との関係性全てが、
こども・若者にとっての居場所になり得る。また、物理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オンライン
空間といった多様な形態をとり得るものである。

• 居場所とは、こども・若者本人が決めるものである一方で、居場所づくりとは、第三者が中心となって行うも
のであるため、両者には隔たりが生じ得る。

• こうした隔たりを乗り越えるため、こども・若者の声を聴き、こども・若者の視点に立った居場所づくりを進
めることが必要。
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こどもの居場所づくりを推進するに当たり基本的な4つの視点として整理

①「ふやす」～多様なこどもの居場所がつくられる
②「つなぐ」～こどもが居場所につながる
③「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる
④「ふりかえる」～こどもの居場所づくりを検証する
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こどもの居場所づくりに関係する地方公共団体や国、民間団体・機関、学校、企業等含め全ての者が、本指針で掲
げるこどもの居場所づくりに関する理念等を共有するとともに、その重要性に対する関心と理解を深め、各々の役
割を果たすことが必要である。
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資料４－４



【動画】

【パンフレット等】

「こどもの居場所づくり」の広報・啓発資料について
※ こども家庭庁ホームページで公開
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内容 訴求対象

啓発動画（縦版） こども向け

啓発動画（横版） 一般向け

指針解説動画 こども向け

指針解説動画 一般向け

指針解説動画 地方公共団体・実践者向け

内容 サイズ ページ数

パンフレット A4 20ページ

チラシ A4（拡大印刷も可） 2ページ（両面1枚）

上：チラシ
左：啓発動画（横版）サムネイル





いけんひろば「こども・若者の居場所づくりの取組について、どんな伝え方をすれば良いと思いますか？」報告資料より抜粋
https://sdnb.cdn.msgs.jp/4aaq/sdnb/ibashoonline/ibasho_hokoku.pdf
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令和7年度当初予算 ８．８億円（ー）

成育局 成育環境課こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業

事業の目的

⚫ こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配

置等の支援を行う。「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、地域の既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、継続

していくためのサポート等の役割を担い、地域全体でこどもの居場所づくりの推進に取り組む。

事業の概要

実施主体等

地域のニーズを把握し、資源の発掘・活用、その地域で居場所を求めるこどもを居場所につなげる等、地域の居場所全体をコーディネートしたり、安定的で質の高い居場所の運営にお

いて必要となる、運営資金のやりくりや人材の活用・育成等の組織経営をサポートする人材の配置に対して財政支援を行う。

また、地方自治体と連携して実施される居場所づくりの取組に対し、その立ち上げ資金を補助する。

【こどもの居場所づくりコーディネーターの要件】

・地域の実情に応じたコーディネートができ、本事業を適切に行うことができると自治体が認めた者

【こどもの居場所づくりコーディネーターの業務内容】

・居場所に関する地域資源の把握

・居場所同士や関係機関等ネットワーク形成

・その他、地域の実情等に応じて行う業務

【実施主体】都道府県、市区町村

【補助率】国1/2、都道府県・市区町村 1/2

【補助基準額案】ⅰ）コーディネーター配置（１実施主体あたり）

16,084千円（３名以上配置の場合）

10,848千円（２名配置の場合）

  5,328千円（１名配置の場合）

ⅱ）居場所立ち上げ支援（１か所あたり）

 50千円



こどもの居場所づくりコーディネーターの役割

⚫市民向けセミナーの開催等を通した、地域の人材発掘

⚫寄付の窓口開設等による、地域資源の収集

⚫居場所づくりの実践に対するペーパー調査・ヒアリング調査の実施

⚫実践現場からの情報収集

居場所に関する地域資源の把握

⚫生活圏としての地域と結びついたネットワーク会議の開催

⚫実践者と支援者の協働によるプラットフォームの構築

⚫こども家庭センター等、行政との連携

居場所同士や関係機関等ネットワーク形成

⚫居場所づくりに関する相談窓口の開設

⚫助成金や補助メニュー、各種施策等の情報提供

⚫実践者向けセミナー等の開催

居場所の運営や、人材育成等の組織経営のサポート

⚫居場所づくりに関する情報発信用ツール（SNS・HP等）の開設・運営

居場所に関するこども・若者のニーズ把握、居場所とのマッチング

⚫地域の既存のネットワークとの連携等

⚫市民の課題意識から「居場所」に関する取組に結び付ける活動

⚫地域企業へのアプローチ

その他、地域の居場所づくりの推進に必要な業務
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「こどもまんなか応援サポーター」への参加ご案内（登録手続き等不要、自主参加の取組です）

SNS(X、Instagram、YouTube）で発信する際にぜひ、＃こどもまんなかやってみた をつけて発信ください。

こども家庭庁は「いいね」やホームページ・公式LINEでの事例紹介等でみなさまのアクションの見える化をサポートします。

「こどもまんなか」

【こどもまんなかの趣旨に賛同し、自らもアクションに取り組んでいただける個人、団体、企業、自治体などを「こどもまんなか応援サポーター」と呼んでいます】

１ こどもまんなかの趣旨に賛同する。

２ サポーターご自身が考える「こどもまんなか」なアクションを実行する。

３ アクションを「＃こどもまんなかやってみた」を付けてSNS等で発信する。

◆「こどもまんなかマーク」を
活用いただけます。
（詳細はHPへ）

こどもや若者の意見を聴き、その意見を尊重し、
こどもや若者にとってよいことは何かを考え、
自分ができるアクションを実践していきます。

どんなこどものことも考えていきます。

こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 こどもまんなかアクション
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応援サポーターのみなさまとはさまざまな連携を行っています。

◆好事例を、
庁のホームページや公式LINEを
活用してご紹介しています。

◆こどもまんなか月間や夏休み期間には
サポーターと連携した取組も行っています。

例：VIVISTOP博多
こどもたちのプロジェクト「究極の映画館をつくろう」
庁職員が試写会・模擬記者会見に参加

※こどもまんなかアクションに関する
こども家庭庁ウェブサイトはこちら
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